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１ 近畿中国四国事務所長の新年の御挨拶 

新年明けましておめでとうございます。  

昨年は、近畿中国四国事務所では、取適法（旧下請法）違反事件・景品表示

法違反事件の措置・公表や積極的な広報・広聴活動を通じ、管内の公正かつ

自由な競争環境づくりに尽力しました。 

本年は、引き続き、管内における厳正な法執行のほか、取適法の周知活動を

はじめとする取引適正化に向けた取組、国民の信頼確保に向けた広報・広聴活

動を進めてまいります。  

競争は、経済の活力の源であり、成長と分配の好循環が達成されるよう、尽

力してまいりたいと思います。  

本年もどうぞよろしくお願いいたします。 

令和８年１月 近畿中国四国事務所長 南 雅晴 

【問い合わせ先】 

公正取引委員会事務総局 近畿中国四国事務所 総務課 

    TEL 06-6941-2173  FAX 06-6943-7214 

    kinki_kouhou2173@jftc.go.jp 

mailto:kinki_kouhou2173@jftc.go.jp
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２ 福井地区における有識者と懇談会を行いました。 

公正取引委員会は、毎年度、全国の主要都市において、主要経済団体、報道関係

者等の有識者と当委員会の委員等との懇談会を開催しており、当事務所では、令和

７年 12 月２日、福井市において、有識者の方との懇談会を行いました。 

 

当日は、公正取引委員会から、最近の活動状況を御説明しました。また、有識者

の方から、福井県内の価格転嫁の状況や価格転嫁を阻害している要因などについて

御説明をいただきました。 

さらに、公正取引委員会に対し、 

・ 価格転嫁について、中小受託取引適正化法の対象外の取引も含め、業界全体

に浸透するような取組み 

・ 中小受託取引適正化法に関する広報を強化し、受託者が相談をしやすい体制

の構築 

などの御要望をいただきました。 

 

公正取引委員会では、これらの御説明や御要望を踏まえ、今後とも独占禁止法等

の的確な運用に努めてまいります。本懇談会の開催に当たり、御協力をいただきま

した皆様には、厚く御礼を申し上げます。 

 

【御出席いただいた有識者（五十音順）】 

  福井県中小企業団体中央会 会長          加藤 英樹  様 

  株式会社福井新聞社    取締役編集本部編集局長 加藤 祐一  様 

  福井県商工会連合会    会長          白﨑 誠一  様 

  福井県経営者協会     会長          光野 稔   様 

  福井県商工会議所連合会  会頭          八木 誠一郎 様 

 

【懇談会の様子】 
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３ センコー株式会社に対して勧告を行いました。 

   公正取引委員会は、令和７年 12 月 12 日、センコー株式会社に対し、勧告を

行いました。 

 

   センコーは、荷主から請け負った貨物の運送を再委託していた下請事業者に

対し、自社が管理する施設内において、無償で荷役作業及びその他運送に附帯

する業務並びに長時間の荷待ちを行わせていました。荷役作業及びその他運送

に附帯する業務を行わせていた下請事業者は１７名、長時間の荷待ちを行わせ

ていた下請事業者は１９名でした。 

 

   公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所では、勧告日当日に、記者会見

を行い、事案の内容について説明しました。 

 

   本件の詳細は右記の QR コードを通じて、 

公正取引委員会のウェブサイトを御覧ください。 

 

 

 【記者会見の様子：報道各社に御説明し、各社を通じて周知を行いました。】 
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４ 近畿中国四国事務所からのお知らせ(研修会等の御案内) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

  

官製談合防止法に係る研修会の開催について 

発注担当者等による官製談合防止法（入札談合関与行為等防止法）の違反例が後

を絶たないところ、公正取引委員会は、同法に関する理解を深めていただくため、

官公庁、独立行政法人等向けに、研修会への講師派遣等を行っております。 
研修会等の開催を検討されている官公庁等様におかれましては、お気軽に御連絡

ください（オンライン開催もご相談ください）。よろしければ、貴組織内の職員向

け研修の企画部門や、御関連がある地方公共団体、傘下の出資法人等にも御案内い

ただければ幸いです。 
【お問い合わせ先】 経済取引指導官 電話：０６－６９４１－２１７４ 

1 月から取引適正化調査課

になりました！！ 


